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現行の頁 現行（令和７年 12 月 Ver.3.2） 補訂（令和８年３月 Ver3.3） 

はじめに 
はじめに 

 

平成 16 年 12 月に発生したインド洋大津波等を踏まえ、農林水産省及び国土交通省（以下

「海岸関係省庁」という。）は平成 17 年 10 月に「水門・陸閘等管理システムガイドライン策

定委員会」を設置し、水門等を津波到達前にいかに安全かつ迅速・確実に閉鎖するか等につい

て検討を行いました。策定委員会における３回にわたる議論を踏まえ、海岸関係省庁は、「津

波・高潮対策における水門・陸閘等管理システムガイドライン」（以下「ガイドライン」とい

う。）を策定しました。 

  

しかしながら、平成 23 年３月 11 日に発生した東日本大震災において、水門等の操作に従事

した方が多数犠牲となりました。 

この事態を踏まえ、平成 24 年３月に、海岸関係省庁より、水門等の操作に従事する者の安

全の確保を最優先とした上で、津波・高潮の発生時に水門等の操作を確実に実施できる管理体

制の構築を図るよう海岸管理者に対し通知しました。さらに、当該通知の内容を具体化する観

点から、海岸関係省庁は、各種データを収集・整理した上で、平成 25 年１月に「水門・陸閘

等の効果的な管理運用検討委員会」を設置し、３回にわたってガイドラインの改訂に向けた検

討を行いました。 

検討委員会において、検討を重ねる中で整理された課題と今後の対応の方向性が、整備・管

理のあり方に関する７項目の提言としてとりまとめられました。また、検討の結果、一定の結

論が得られたものについては、ガイドラインを改訂し、反映されました。 

 

 

また、平成 26 年 6 月の海岸法改正により、海岸管理者は、操作に従事する者の安全の確保

が図られるよう配慮された操作施設の操作規則（海岸管理者以外の管理者にあっては操作規

程）を定めることが義務づけられました。 

 

 

これらの背景を踏まえ、上記の提言のうち、「現場操作員の安全最優先の退避ルールの明確化」

及び「管理委託のあり方の検討」の２項目について、平成 26 年 8 月に「水門・陸閘等の安全

かつ適切な管理運用検討委員会」を設置し、４回にわたってガイドラインの改訂に向けた検討

を行いました。さらに、平成 27 年 12 月には、「水門・陸閘等の安全かつ適切な管理運用の促

進に関する検討委員会」を設置し、操作・退避ルール等を現場操作員に徹底させる方策や委託

契約書のひな形について検討を進め、検討結果をガイドラインに反映しました。 

 

 

また、上記の提言のうち、「技術開発・新技術の適用促進に向けた取組の実施」について、戦

はじめに 

 

平成 16 年 12 月に発生したインド洋大津波等を踏まえ、農林水産省及び国土交通省（以下

「海岸関係省庁」という。）は平成 17 年 10 月に「水門・陸閘等管理システムガイドライン策

定委員会」を設置し、水門等を津波到達前にいかに安全かつ迅速・確実に閉鎖するか等につい

て検討を行いました。策定委員会における３回にわたる議論を踏まえ、海岸関係省庁は、「津

波・高潮対策における水門・陸閘等管理システムガイドライン」（以下「ガイドライン」とい

う。）を策定しました。 

  

しかしながら、平成 23 年３月 11 日に発生した東日本大震災において、水門等の操作に従事

した方が多数犠牲となりました。 

この事態を踏まえ、平成 24 年３月に、海岸関係省庁より、水門等の操作に従事する者の安

全の確保を最優先とした上で、津波・高潮の発生時に水門等の操作を確実に実施できる管理体

制の構築を図るよう海岸管理者に対し通知しました。さらに、当該通知の内容を具体化する観

点から、海岸関係省庁は、各種データを収集・整理した上で、平成 25 年１月に「水門・陸閘

等の効果的な管理運用検討委員会」を設置し、３回にわたってガイドラインの改訂に向けた検

討を行いました。 

検討委員会において、検討を重ねる中で整理された課題と今後の対応の方向性が、整備・管

理のあり方に関する７項目の提言としてとりまとめられました。また、検討の結果、一定の結

論が得られたものについては、ガイドラインを改訂し、反映されました。 

 

 

また、平成 26 年 6 月の海岸法改正により、海岸管理者は、操作に従事する者の安全の確保

が図られるよう配慮された操作施設の操作規則（海岸管理者以外の管理者にあっては操作規

程）を定めることが義務づけられました。 

 

 

これらの背景を踏まえ、上記の提言のうち、「現場操作員の安全最優先の退避ルールの明確化」

及び「管理委託のあり方の検討」の２項目について、平成 26 年 8 月に「水門・陸閘等の安全

かつ適切な管理運用検討委員会」を設置し、４回にわたってガイドラインの改訂に向けた検討

を行いました。さらに、平成 27 年 12 月には、「水門・陸閘等の安全かつ適切な管理運用の促

進に関する検討委員会」を設置し、操作・退避ルール等を現場操作員に徹底させる方策や委託

契約書のひな形について検討を進め、検討結果をガイドラインに反映しました。 

 

 

また、上記の提言のうち、「技術開発・新技術の適用促進に向けた取組の実施」について、戦
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略的イノベーション創造プログラム（SIP）第 2 期の「スーパー台風被害予測システムの開発」

のサブテーマである「危機管理型水門管理システムの開発」で実施された、統一した通信フォ

ーマットを使用した水門等の開閉情報の共有システムの開発等の実証実験で得られた成果等

をガイドラインに反映しました。 

 

 

 

 

 

本ガイドラインは、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項に規定する

技術的な助言として定めたものであり、本ガイドラインが、津波・高潮対策のため水門等を管

理運用する地方公共団体及び関係機関等において、水門等の操作に従事する者の安全の確保を

最優先とした上で、津波・高潮の発生時に水門等の操作を確実に実施できる管理体制を構築す

るための指針となることを期待します。 

 また、海岸関係省庁において、引き続き、提言を踏まえ、今後検討を深度化し、必要に応じ

てガイドラインの改訂等を行っていくこととしています。海岸管理者におかれましても、提言

を参考に、津波・高潮対策の更なる推進に取り組まれることを期待します。 

 

令和７年１２月 
 

農林水産省農村振興局整備部防災課長 

農林水産省水産庁漁港漁場整備部防災漁村課長 

国土交通省水管理・国土保全局海岸室長 

国 土 交 通 省 港 湾 局 海 岸 ・ 防 災 課 長 

略的イノベーション創造プログラム（SIP）第 2 期の「スーパー台風被害予測システムの開発」

のサブテーマである「危機管理型水門管理システムの開発」で実施された、統一した通信フォ

ーマットを使用した水門等の開閉情報の共有システムの開発等の実証実験で得られた成果等

を令和７年 12月にガイドラインに反映しました。 

 

さらに、令和８年から開始される気象庁による新たな防災気象情報の運用に伴い、水門・陸

閘等の操作判断等に活用されている高潮予警報に係る情報の名称や発表基準等が変更になる

とともに、新たに波浪や潮位に関する予測値などの時系列情報等が発表されることとなるた

め、これらの変更内容等を令和８年３月に本ガイドラインに反映しました。 

 

本ガイドラインは、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項に規定する

技術的な助言として定めたものであり、本ガイドラインが、津波・高潮対策のため水門等を管

理運用する地方公共団体及び関係機関等において、水門等の操作に従事する者の安全の確保を

最優先とした上で、津波・高潮の発生時に水門等の操作を確実に実施できる管理体制を構築す

るための指針となることを期待します。 

 また、海岸関係省庁において、引き続き、提言を踏まえ、今後検討を深度化し、必要に応じ

てガイドラインの改訂等を行っていくこととしています。海岸管理者におかれましても、提言

を参考に、津波・高潮対策の更なる推進に取り組まれることを期待します。 

 

令和８年３月 
 

農林水産省農村振興局整備部防災課長 

農林水産省水産庁漁港漁場整備部防災漁村課長 

国土交通省水管理・国土保全局海岸室長 

国 土 交 通 省 港 湾 局 海 岸 ・ 防 災 課 長 

6-13 （５）出動・操作開始の判断基準 

・原則として、現場操作員は、津波注意報・津波警報等による津波到達予想時刻を確認

した時点で、「（３）操作・退避にかかる時間設定の考え方」に基づいて津波到達まで

の操作・退避時間が確保できる場合に限り、管理者の指揮の下、出動・操作活動を開

始する。 

・ただし、退避の基準があらかじめ明確に定められている場合は、管理者の指示によら

ず、現場操作員の判断で出動・操作活動を開始できるものとする。 

・操作開始の判断基準は、「（ア）出動・閉鎖操作を開始する判断基準」、「（イ）閉鎖操作

を行う対象施設の判断基準」、「（ウ）操作の指示の有無」等を組み合わせ、地域の実情

に応じて適切な方法で設定し、操作規則に定めるものとする。 

 

 

（５）出動・操作開始の判断基準 

・原則として、現場操作員は、津波注意報・津波警報等による津波到達予想時刻を確認

した時点で、「（３）操作・退避にかかる時間設定の考え方」に基づいて津波到達まで

の操作・退避時間が確保できる場合に限り、管理者の指揮の下、出動・操作活動を開

始する。 

・ただし、退避の基準があらかじめ明確に定められている場合は、管理者の指示によら

ず、現場操作員の判断で出動・操作活動を開始できるものとする。 

・操作開始の判断基準は、「（ア）出動・閉鎖操作を開始する判断基準」、「（イ）閉鎖操作

を行う対象施設の判断基準」、「（ウ）操作の指示の有無」等を組み合わせ、地域の実情

に応じて適切な方法で設定し、操作規則に定めるものとする。 

・なお、気象庁から発表される情報を判断基準として用いる場合、令和８年度から、高

潮予警報に係る情報の名称や発表基準等が変更になり、加えて、新たに潮位や波高な
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（ア）出動・閉鎖操作を開始する判断基準（ただし、退避可能な場合に限り出動） 

・閉鎖操作を行う判断基準は、災害の種類ごとに異なる。（６）に記述する退避の判断

基準を満足することを前提として、気象庁の発表する情報等に基づき設定する。例え

ば、以下のような設定方法が考えられる。 

 

例１ 水門・陸閘等の所在地に津波注意報、津波警報又は大津波警報が発表された

時 

例２ 水門・陸閘等の所在地に高潮注意報、高潮警報又は高潮特別警報が発表され

た時 

 

 

 

 

 

 

 

 

・なお、閉鎖操作の開始に当たっては、堤外地にいる人々（海水浴客等）、利用企業（工

場等）、道路管理者、バス事業者、船舶事業者等の関係者による利用状況等について

も留意する。 

（津波到達まで十分な時間がある場合） 

・ただし、高潮や津波到達予想時刻まで十分な時間がある津波について、水門・陸閘等

の閉鎖が施設周辺での経済活動や交通等に甚大な影響を及ぼす場合には、安全に退避

できる十分な時間を確保し、かつ地域（水門・陸閘等の利用者を含む）での合意形成

を前提として、適切なタイミングで施設の閉鎖を行うことも考えられる。 

（津波予報区の区分への対応） 

・気象庁の発表する津波到達予想時刻は、各津波予報区で最も早く津波が到達する時刻

となっているが、例えば湾奥に位置する市町村では、同時刻より大きく遅れて津波が

到達する場合も考えられる。 

・津波予報区の津波到達予想時刻から各地点の「予想時刻」を推定する方法としては、

津波シミュレーションの結果（津波到達時間のコンター図等）や過去の津波到達時刻

のずれ等に基づく方法が考えられるが、発災後の活用に際しては、適切な技術的検討

どの予測値等が発表されるため、これらを踏まえて判断基準などの操作規則への影響

の有無について確認を行う必要がある。その上で必要がある場合には、地域の実情等

に応じて操作規則等の見直しを行うこと。（変更の概要は P.6-14「（令和８年度から開

始される新たな防災気象情報等について）」や P.6-15「（気象解説情報について）」を

参照。） 

（ア）出動・閉鎖操作を開始する判断基準（ただし、退避可能な場合に限り出動） 

・閉鎖操作を行う判断基準は、災害の種類ごとに異なる。（６）に記述する退避の判断

基準を満足することを前提として、気象庁の発表する情報等に基づき設定する。例え

ば、以下のような設定方法が考えられるため、地域の実情等を踏まえ、適切な基準を

設定すること。 

例１ 水門・陸閘等の所在地に津波注意報、津波警報又は大津波警報が発表された

時 

例２ 水門・陸閘等の所在地にレベル２高潮注意報、レベル３高潮警報、若しくは

レベル４高潮危険警報が発表された時 

例３ 時系列情報（明日までの警報等の見通し）において、水門・陸閘等の所在地

で T.P.○m を超える予測値が発表された時（若しくは、…が発表され、T.P.

○m を超える時間帯の△時間前になった時） 

例４ 水門・陸閘等の所在地に関する気象解説情報（高い潮位や大潮等に関する気

象解説情報、府県気象解説情報（台風第○号）等）が発表された時（若しく

は、…が発表され、被害が生じる恐れのある時間帯の△時間前になった時） 

例５ ○○に設置された潮位計又は検潮所の潮位が T.P.△m に達し、さらに上昇

するおそれがある時 

・なお、閉鎖操作の開始に当たっては、堤外地にいる人々（海水浴客等）、利用企業（工

場等）、道路管理者、バス事業者、船舶事業者等の関係者による利用状況等について

も留意する。 

（津波到達まで十分な時間がある場合） 

・ただし、高潮や津波到達予想時刻まで十分な時間がある津波について、水門・陸閘等

の閉鎖が施設周辺での経済活動や交通等に甚大な影響を及ぼす場合には、安全に退避

できる十分な時間を確保し、かつ地域（水門・陸閘等の利用者を含む）での合意形成

を前提として、適切なタイミングで施設の閉鎖を行うことも考えられる。 

（津波予報区の区分への対応） 

・気象庁の発表する津波到達予想時刻は、各津波予報区で最も早く津波が到達する時刻

となっているが、例えば湾奥に位置する市町村では、同時刻より大きく遅れて津波が

到達する場合も考えられる。 

・津波予報区の津波到達予想時刻から各地点の「予想時刻」を推定する方法としては、

津波シミュレーションの結果（津波到達時間のコンター図等）や過去の津波到達時刻

のずれ等に基づく方法が考えられるが、発災後の活用に際しては、適切な技術的検討
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を踏まえる必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を踏まえる必要がある。 

（令和８年度から開始される新たな防災気象情報等について） 

・令和８年から開始される新たな防災気象情報の運用に伴い、高潮に関する情報の名称

や発表基準等が変更されることから、各地域における高潮関連情報の発表基準及びそ

の運用について、適切に把握しておく必要がある。 

  具体的には、情報名称については、従来の「高潮注意報」は「レベル２高潮注意報」、

従来の「高潮警報」は「レベル３高潮警報」となり、新たに「レベル４高潮危険警報」

が創設され、従来の「高潮特別警報」は「レベル５高潮特別警報」として発表される。 

また、従来の高潮注意報・警報は、それぞれに対して発表の基準となる潮位が地域

毎に設定されてきたが、変更後は発表の基準となる潮位（※）が設定されるのはレベ

ル４高潮危険警報とレベル５高潮特別警報のみとなり、レベル２高潮注意報、レベル

３高潮警報及びレベル４高潮危険警報はそれぞれレベル４高潮危険警報の基準とな

る潮位に達すると予想される時間帯の一定時間の前までにリードタイムをとって発

表される。 

  さらに、従来は高潮注意報により浸水被害への注意喚起が行われてきた港湾等の堤

外地に所在する低地などに対しては、高い潮位や大潮等に係る「気象解説情報」によ

り注意喚起が行われる場合がある。 

また、国土交通大臣が｢高潮により国民経済上重大な損害が生じるおそれのある海

岸｣として指定した海岸（以下｢高潮予報海岸｣という。）では、国土交通省（地方整備

局等）・気象庁（地方気象台等）・都道府県から高潮予報が発表される。（高潮予報海岸

以外（以下「その他海岸」という。）では、地方気象台等から発表される。）高潮予報

海岸では、気象庁がその他海岸で運用する潮位予測に加えて、海岸の地形や施設形状

に影響される｢波の打上げ高｣の要素を加味した水位の予測に基づく運用も行われる。 

このように、従来の防災気象情報との運用の相違や対応フロー等を整理し、関係者

間で共有しておくことが重要である。 

（※）その基準を超えると浸水被害のおそれがある状況となる高さに設定される 

・加えて、週間天気予報（毎日 11 時、17 時）や定時の天気予報（毎日５時、11 時、17

時）に合わせて、気象庁から翌日～５日先までの見通しとして発表される「早期注意

情報（警報級の可能性）」や、注意報・警報に先立ち気象の見通しについて市町村等の

単位で気象庁から発表される「時系列情報（明日までの警報等の見通し）（※）」（毎日

５時、11時、17 時、23時発表）により、高潮に関する警報級現象の可能性や潮位・

波浪等の今後の見通しを把握することが可能であるため、これらの情報を出動や閉鎖

操作を開始する判断等に活用することも有効である。 

（※）「時系列情報（明日までの警報等の見通し）」は大雨・土砂災害・風・波・高潮

など幅広い気象要素を対象としており、注意報・警報の発表に関わらず全要素の

見通しが毎日発表され、気象庁ＨＰで常時閲覧することができる。 

また、高潮や波浪については、令和８年度より、６時間おきに１日４回、潮位
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（イ）閉鎖操作を行う対象施設の判断基準（優先順位の設定） 

・想定される津波や高潮の規模に応じて、背後地の被害が生じ得る施設に限定して閉鎖

する場合が考えられる。 

や波高の予測値が定量的に示されることとなるため、高潮・波浪の注意報や警報

の発表が見込まれない場合でも、出動や閉鎖操作を開始する判断等に必要な高

潮・波浪の今後の見通しを常時把握することが可能となる。 

（気象解説情報について） 

・潮位上昇の予想については、レベル４高潮危険警報やレベル５高潮特別警報の発   

表基準に達することが予想された場合には、レベル２高潮注意報・レベル３高潮警報・

レベル４高潮危険警報・レベル５高潮特別警報として発表されるほか、レベル４高潮

危険警報やレベル５高潮特別警報の発表基準に達しない場合等は気象解説情報に含

められることがあり、これらを活用することも有効である。 

また、気象解説情報については一般に対して周知する法定の義務や努力義務が課さ

れておらず、この情報をどのように周知するかどうかは各機関に委ねられている。一

方で気象解説情報は受信した側が適切に取得・確認することが前提となるため、必要

な情報を確実に入手できるよう、関係機関においては平時から連絡体制を整備してお

くことが重要である。 

なお、気象庁から都道府県へ送付される気象解説情報については電文形式であるた

め、都道府県においては関係市町村へ自動通知等の処理を行うことが可能である。 

・府県気象解説情報（台風第○号） 

：台風が発生したとき又は日本に影響を及ぼすおそれがあるか、既に影響を及ぼし

ているとき、台風の今後の見通しや防災上の留意点（潮位上昇による浸水・冠水を

含む。）等について、府県毎に発表する情報。 

・府県気象解説情報（○○、△△：現象名） 

：低気圧その他の気象現象による大雨、強風、高波等が予想されるとき、注意報や

警報に先立ち、又はそれらを補完して防災上の留意点について府県毎に発表する情

報で、潮位上昇を含む場合がある。ただし、台風に関し、上記の府県気象解説情報

（台風第○号）に潮位上昇が含まれる場合は、これら以外に潮位上昇を含む府県気

象解説情報は発表しない。 

・府県気象解説情報（潮位） 

：大潮、副振動、異常潮位等による潮位上昇の発生のおそれがあるとき、又は発生

しているとき、その見通し､留意点等について府県毎に発表する情報。上記の府県気

象解説情報（台風第○号）や府県気象解説情報（○○、△△：現象名）に潮位上昇

が含まれる場合は、府県気象解説情報（潮位）は発表しない。 

（イ）閉鎖操作を行う対象施設の判断基準（優先順位の設定） 

・想定される津波や高潮の規模に応じて、背後地の被害が生じ得る施設に限定して閉鎖

する場合が考えられる。 

6-14 ・高潮時は、水門等については、当該施設背後の堤防高等も踏まえて、閉鎖すべき潮位

を定める。閉鎖を開始するタイミングについては、閉鎖操作にかかる時間に留意する。

陸閘については、高潮注意報・高潮警報等が発表された場合に、当該施設が設置され

・高潮時は、水門等については、当該施設背後の堤防高等も踏まえて、閉鎖すべき潮位

を定める。閉鎖を開始するタイミングについては、閉鎖操作にかかる時間に留意する。

陸閘については、気象解説情報・レベル２高潮注意報・レベル３高潮警報・レベル４
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ている地盤の高さに基づいて設定された潮位に達した段階で閉鎖する。例えば、以下

のような設定方法が考えられる。 

 

 

 

 

例１ 水門・陸閘等の所在地に津波警報、大津波警報（又は高潮警報、高潮特別警

報）が発表された時は全門を閉鎖する 

例２ 水門・陸閘等の所在地に津波注意報（又は高潮注意報）が発表された時は

T.P.○m 以下に位置する施設を閉鎖する 

例３（高潮時）水門・陸閘等の所在地に高潮注意報が発表された場合、潮位が T.P

△m になった時点で、T.P.○m以下に位置する施設を閉鎖する 

例４ 水門・陸閘等の所在地に発表された予想津波高さに応じて、別表に定める施

設を閉鎖する 

 

 

 

 

 

 

・災害の状況によっては、想定外に出動や閉鎖に時間がかかる等の理由で全ての閉鎖対

象施設を閉鎖することが困難となり、閉鎖すべき施設の選定について現場に混乱が生

じることも想定されることから、優先して閉鎖する施設や閉鎖の優先順位をあらかじ

め設定し、明確にするものとする。現場操作員の参集状況に応じ、操作・退避が可能

な範囲で優先順位の高い施設から操作することが考えられる。 

（ウ）操作指示と現場操作員による操作活動着手の判断の関係 

・管理者は、（ア）（イ）によりあらかじめ定めた基準に従い操作指示を出すものとする。 

・あらかじめ現場操作員が従う退避の判断基準が明確に定められている場合には、現場

操作員は「（ア）出動・閉鎖操作を開始する判断基準」に基づいて、管理者の指示によ

らずに閉鎖操作を開始することができるものとする。 

（エ）水門閉鎖の留意点 

・津波又は高潮と洪水が同時に発生した場合、閉鎖を行った際に内水被害が発生するケ

ースが想定されることから、内水位に留意しつつ、河川の水位を低下させるために講

じる措置及び体制について、河川管理者との事前調整や地元の理解を得つつ、洪水時

の運用と津波又は高潮時の操作・退避ルールとの整合を図れるよう、必要に応じて予

め対応を検討するものとする。 

・排水機場が併設された水門では、水位監視や排水機場の運転の体制、運転開始する水

高潮危険警報等が発表された場合に、当該施設が設置されている地盤の高さに基づい

て設定された潮位に達した段階で閉鎖する。 

また、気象庁が６時間おきに１日４回発表する「時系列情報（明日までの警報等の

見通し）」の潮位及び波高の予測値を活用することも有効である。 

なお、閉鎖操作を行う潮位の設定にあたっては、以下のような設定方法が考えられ

るため、地域の実情等を踏まえ、適切な基準を設定すること。 

例１ 水門・陸閘等の所在地に津波警報、大津波警報（又はレベル３高潮警報、レ

ベル４高潮危険警報）が発表された時は全門を閉鎖する 

例２ 水門・陸閘等の所在地に津波注意報（又はレベル３高潮警報）が発表された

時は T.P.○m 以下に位置する施設を閉鎖する 

例３ 水門・陸閘等の所在地に発表された予想津波高さに応じて、別表に定める施

設を閉鎖する 

例４ 水門・陸閘等の所在地にレベル２高潮注意報（又は気象解説情報）が発表さ

れた場合、○○に設置された潮位計又は検潮所の潮位が T.P.△mになった

時点で、T.P.○m 以下に位置する施設を閉鎖する 

例５ 時系列情報（明日までの警報等の見通し）において、水門・陸閘等の所在地

で T.P.○m を超える予測値が発表された場合、T.P.○m を超える時間帯の

△時間前に、T.P.◇m 以下に位置する施設を閉鎖する 

例６ ○○に設置された潮位計又は検潮所の潮位が T.P.△m に達し、さらに上昇

するおそれがある場合に、T.P.◇m以下に位置する施設を閉鎖する 

・災害の状況によっては、想定外に出動や閉鎖に時間がかかる等の理由で全ての閉鎖対

象施設を閉鎖することが困難となり、閉鎖すべき施設の選定について現場に混乱が生

じることも想定されることから、優先して閉鎖する施設や閉鎖の優先順位をあらかじ

め設定し、明確にするものとする。現場操作員の参集状況に応じ、操作・退避が可能

な範囲で優先順位の高い施設から操作することが考えられる。 

（ウ）操作指示と現場操作員による操作活動着手の判断の関係 

・管理者は、（ア）（イ）によりあらかじめ定めた基準に従い操作指示を出すものとする。 

・あらかじめ現場操作員が従う退避の判断基準が明確に定められている場合には、現場

操作員は「（ア）出動・閉鎖操作を開始する判断基準」に基づいて、管理者の指示によ

らずに閉鎖操作を開始することができるものとする。 

（エ）水門閉鎖の留意点 

・津波又は高潮と洪水が同時に発生した場合、閉鎖を行った際に内水被害が発生するケ

ースが想定されることから、内水位に留意しつつ、河川の水位を低下させるために講

じる措置及び体制について、河川管理者との事前調整や地元の理解を得つつ、洪水時

の運用と津波又は高潮時の操作・退避ルールとの整合を図れるよう、必要に応じて予

め対応を検討するものとする。 

・排水機場が併設された水門では、水位監視や排水機場の運転の体制、運転開始する水
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位基準等を、操作規則等に決めておくことが必要である。 

（オ）台風や発達した低気圧による高潮及び遠地津波時の閉鎖活動にかかる留意点 

・台風接近時の閉鎖活動開始のタイミングについては、潮位や高潮注意報・高潮警報等

を基準にした事例が多いが、現場操作員の安全を確保する観点から、台風の速度やコ

ースによっては、強風、豪雨により操作が危険な状況になる前に閉鎖・退避が完了で

きるように暴風圏到達前に作業を完了するため出動を前倒しする工夫を行う。また、

発達した低気圧による高潮発生時も同様の対応が必要になる場 

位基準等を、操作規則等に決めておくことが必要である。 

（オ）台風や発達した低気圧による高潮及び遠地津波時の閉鎖活動にかかる留意点 

・台風接近時の閉鎖活動開始のタイミングについては、潮位や気象解説情報・レベル２

高潮注意報・レベル３高潮警報等を基準にした事例が多いことが想定されるが、現場

操作員の安全を確保する観点から、台風の速度やコースによっては、強風、豪雨によ

り操作が危険な状況になる前に閉鎖・退避が完了できるように暴風域到達前に作業を

完了するため出動を前倒しする工夫を行う。また、発達した低気圧による高潮発生時

も同様の対応が必要になる場 

添付 2-2  

１－１．操作規則の記載例 

 

注：本記載例は、海岸法第十四条の二に規定されている操作規則について、「水門・陸閘等の安全かつ

適切な管理運用検討委員会」において検討した操作・退避ルール等の内容を踏まえ、海岸管理者等の

参考として作成されたものです。あくまで参考の 1 つとしつつ、地域の実情に応じて、適切に操作規

則を策定していただきたいと考えております（例えば、消防団に操作委託する水門・陸閘等について

は、ガイドライン第 6 章 1.2 前文、1.2（2）（オ）及び（カ）に従い適切に定める必要があります）。 

 ここでは、１つの施設を対象に作成する場合、複数の施設を対象に作成する場合の２パターンを示

しております。 

 

海岸管理者○○県 ○○水門操作規則の記載例１ 

（１つの施設を対象に作成する場合） 

 

 

（定義） 

第一条 この操作規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、海岸法（昭

和三十一年法律第百一号）、海岸法施行令（昭和三十一年十一月七日政令第三百三十二号）

及び海岸法施行規則（昭和三十一年十一月十日農林省・運輸省・建設省令第一号）において

使用する用語の例による。 

 

（目的） 

第二条 この操作規則は、海岸法第十四条の二第一項の規定に基づき、海岸法施行規則第○条

で定めるところにより、○○県が管理する○○水門[所在地：○○区○○丁目○番○号地先]

（以下、「水門」という。）の適切な操作及び操作に従事する者の安全の確保を図るために必

要な事項を定め、もって津波、高潮等による被害の発生を防止することを目的とする。 

 

（操作の基準）※平常時の操作がある場合は併せて記載。 

第三条 以下の場合に水門の閉鎖操作態勢をとる。 

 

１－１．操作規則の記載例 

 

注：本記載例は、海岸法第十四条の二に規定されている操作規則について、「水門・陸閘等の安全かつ

適切な管理運用検討委員会」において検討した操作・退避ルール等の内容を踏まえ、海岸管理者等の

参考として作成されたものです。あくまで参考の 1 つとしつつ、地域の実情に応じて、適切に操作規

則を策定していただきたいと考えております（例えば、消防団に操作委託する水門・陸閘等について

は、ガイドライン第 6 章 1.2 前文、1.2（2）（オ）及び（カ）に従い適切に定める必要があります）。 

 ここでは、１つの施設を対象に作成する場合、複数の施設を対象に作成する場合の２パターンを示

しております。 

 

海岸管理者○○県 ○○水門操作規則の記載例１ 

（１つの施設を対象に作成する場合） 

 

 

（定義） 

第一条 この操作規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、海岸法（昭

和三十一年法律第百一号）、海岸法施行令（昭和三十一年十一月七日政令第三百三十二号）

及び海岸法施行規則（昭和三十一年十一月十日農林省・運輸省・建設省令第一号）において

使用する用語の例による。 

 

（目的） 

第二条 この操作規則は、海岸法第十四条の二第一項の規定に基づき、海岸法施行規則第○条

で定めるところにより、○○県が管理する○○水門[所在地：○○区○○丁目○番○号地先]

（以下、「水門」という。）の適切な操作及び操作に従事する者の安全の確保を図るために必

要な事項を定め、もって津波、高潮等による被害の発生を防止することを目的とする。 

 

（操作の基準）※平常時の操作がある場合は併せて記載。 

第三条 以下の場合に水門の閉鎖操作態勢をとる。 
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現行の頁 現行（令和７年 12 月 Ver.3.2） 補訂（令和８年３月 Ver3.3） 

一 水門の所在地に震度○以上の地震が観測されたとき。 

二 水門の所在地に津波注意報、津波警報又は大津波警報（以下「津波注意報等」という。）

が発表されたとき。 

三 水門の所在地に高潮警報が発表されたとき。 

四 前三号のほか、海水の侵入による被害の発生を防止するため必要と認められるとき。 

２ 以下の場合に水門の閉鎖操作態勢を解除する。 

一 地震の観測後、津波が発生しないことが発表されたとき。 

一 水門の所在地に震度○以上の地震が観測されたとき。 

二 水門の所在地に津波注意報、津波警報又は大津波警報（以下「津波注意報等」という。）

が発表されたとき。 

三 水門の所在地にレベル３高潮警報が発表されたとき。 

四 前三号のほか、海水の侵入による被害の発生を防止するため必要と認められるとき。 

２ 以下の場合に水門の閉鎖操作態勢を解除する。 

一 地震の観測後、津波が発生しないことが発表されたとき。 

 

添付 2-3 二 水門の所在地の津波注意報等が解除されたとき。 

三 水門の所在地の高潮警報が解除されたとき。 

四 前三号のほか、開門によっては海水の侵入による被害が発生しないと認められるとき。 

３ 前二項の規定にかかわらず、操作に従事する者の安全が確保されない場合は、閉鎖操作又

は開門操作を行わない。 

４ 第一項第四号及び第二項第四号の操作は、○○県から操作に従事する者への指示を行うも

のとする。 

５ 第一項及び第二項の規定に関して、操作施設の操作基準は以下の通りとする。 

一 地震時 

（一）気象庁が○○市に津波注意報、津波警報又は大津波警報を発表した時、水門を閉鎖す

る 

（二）気象庁が震度○の地震を発表し、又は○○水門の地震計が震度○（又は加速度○○gal）

を表示した時、水門を閉鎖する。 

（三）水門の被害状況を確認し、安全を確認した時、水門を開放する。 

二 高潮時 

（一）○○水門の外水位が＋○ｍのとき、水門を閉鎖する。 

（二）○○水門の外水位が低下し、内外同水位になったとき、水門を開放する。 

 

（操作の方法） 

第四条 水門の操作は、あらかじめ定められた操作説明書に基づき操作するものとする。 

２ 水門の操作は、２人以上の組で行うものとする。 

３ 水門の操作を行う際は、操作の開始時及び完了時に○○県に報告を行わなければならな

い。ただし、やむを得ない事情により、報告することができないときはこの限りではない。 

 

（操作に従事する者の安全の確保） 

第五条 操作に従事する者は、あらかじめ定められた方法により、気象庁の発表する津波到達

予想時刻等を基に算出された退避時刻を経過する前に、操作を完了又は中止し、安全な場所

に退避するものとする。 

２ 前項に定めるほか、操作に従事する者は、自身の安全が確保されないと判断する場合は、

二 水門の所在地の津波注意報等が解除されたとき。 

三 水門の所在地のレベル３高潮警報が解除されたとき。 

四 前三号のほか、開門によっては海水の侵入による被害が発生しないと認められるとき。 

３ 前二項の規定にかかわらず、操作に従事する者の安全が確保されない場合は、閉鎖操作又

は開門操作を行わない。 

４ 第一項第四号及び第二項第四号の操作は、○○県から操作に従事する者への指示を行うも

のとする。 

５ 第一項及び第二項の規定に関して、操作施設の操作基準は以下の通りとする。 

一 地震時 

（一）気象庁が○○市に津波注意報、津波警報又は大津波警報を発表した時、水門を閉鎖す

る 

（二）気象庁が震度○の地震を発表し、又は○○水門の地震計が震度○（又は加速度○○gal）

を表示した時、水門を閉鎖する。 

（三）水門の被害状況を確認し、安全を確認した時、水門を開放する。 

二 高潮時 

（一）○○水門の外水位が＋○ｍのとき、水門を閉鎖する。 

（二）○○水門の外水位が低下し、内外同水位になったとき、水門を開放する。 

 

（操作の方法） 

第四条 水門の操作は、あらかじめ定められた操作説明書に基づき操作するものとする。 

２ 水門の操作は、２人以上の組で行うものとする。 

３ 水門の操作を行う際は、操作の開始時及び完了時に○○県に報告を行わなければならな

い。ただし、やむを得ない事情により、報告することができないときはこの限りではない。 

 

（操作に従事する者の安全の確保） 

第五条 操作に従事する者は、あらかじめ定められた方法により、気象庁の発表する津波到達

予想時刻等を基に算出された退避時刻を経過する前に、操作を完了又は中止し、安全な場所

に退避するものとする。 

２ 前項に定めるほか、操作に従事する者は、自身の安全が確保されないと判断する場合は、
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安全な場所に退避するものとする。 

３ 操作に従事する者は、安全な場所に退避を完了した際は、直ちに○○県に報告しなければ

ならない。 

４ 操作に従事する者が安全に操作・退避する際の操作・退避経路及び退避場所並びに操作・

退避に関する設定時間は、別に定める。ただし、退避経路の支障その他の災害時の状況によ

っては、この限りではない。 

 

安全な場所に退避するものとする。 

３ 操作に従事する者は、安全な場所に退避を完了した際は、直ちに○○県に報告しなければ

ならない。 

４ 操作に従事する者が安全に操作・退避する際の操作・退避経路及び退避場所並びに操作・

退避に関する設定時間は、別に定める。ただし、退避経路の支障その他の災害時の状況によ

っては、この限りではない。 

 

 

添付 2-5 海岸管理者○○県操作規則の記載例２ 

（複数の施設を対象に作成する場合） 

 

（定義） 

第一条 この操作規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、海岸法（昭

和三十一年法律第百一号）、海岸法施行令（昭和三十一年十一月七日政令第三百三十二号）

及び海岸法施行規則（昭和三十一年十一月十日農林省・運輸省・建設省令第一号）において

使用する用語の例による。 

 

（目的） 

第二条 この操作規則は、海岸法第十四条の二第一項の規定に基づき、海岸法施行規則第○条

で定めるところにより、○○県が管理する操作施設の適切な操作及び操作に従事する者の安

全の確保を図るために必要な事項を定め、もって津波、高潮等による被害の発生を防止する

ことを目的とする。 

 

（常時閉鎖施設と操作を要する施設） 

第三条 陸閘及び閘門については、車両、船舶等が通行する場合を除き、閉鎖状態を保つもの

とする。ただし、利用状況その他の状況を勘案し閉鎖状態を保つことが著しく利便性を損な

う施設であるときはこの限りではない。 

２ 前項ただし書に規定する施設を除く操作施設（この条及び次条第二項において「常時閉鎖

施設」という。）は別表第一に定める。 

３ 常時閉鎖施設を開門した者は、車両、船舶等が通行した後に閉鎖しなければならない。 

４ 常時閉鎖施設の周辺において、前項に規定する事項を記載した書面を明示しなければなら

ない。 

５ 前項の書面は、様式第一に定めるところによる。 

 

（操作の基準） 

第四条 以下の場合に操作施設の閉鎖操作態勢をとる。 

一 操作施設の所在地に震度○以上の地震が観測されたとき。 

海岸管理者○○県操作規則の記載例２ 

（複数の施設を対象に作成する場合） 

 

（定義） 

第一条 この操作規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、海岸法（昭

和三十一年法律第百一号）、海岸法施行令（昭和三十一年十一月七日政令第三百三十二号）

及び海岸法施行規則（昭和三十一年十一月十日農林省・運輸省・建設省令第一号）において

使用する用語の例による。 

 

（目的） 

第二条 この操作規則は、海岸法第十四条の二第一項の規定に基づき、海岸法施行規則第○条

で定めるところにより、○○県が管理する操作施設の適切な操作及び操作に従事する者の安

全の確保を図るために必要な事項を定め、もって津波、高潮等による被害の発生を防止する

ことを目的とする。 

 

（常時閉鎖施設と操作を要する施設） 

第三条 陸閘及び閘門については、車両、船舶等が通行する場合を除き、閉鎖状態を保つもの

とする。ただし、利用状況その他の状況を勘案し閉鎖状態を保つことが著しく利便性を損な

う施設であるときはこの限りではない。 

２ 前項ただし書に規定する施設を除く操作施設（この条及び次条第二項において「常時閉鎖

施設」という。）は別表第一に定める。 

３ 常時閉鎖施設を開門した者は、車両、船舶等が通行した後に閉鎖しなければならない。 

４ 常時閉鎖施設の周辺において、前項に規定する事項を記載した書面を明示しなければなら

ない。 

５ 前項の書面は、様式第一に定めるところによる。 

 

（操作の基準） 

第四条 以下の場合に操作施設の閉鎖操作態勢をとる。 

一 操作施設の所在地に震度○以上の地震が観測されたとき。 
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二 操作施設の所在地に津波注意報、津波警報又は大津波警報（以下「津波注意報等」とい

う。）が発表されたとき。 

三 操作施設の所在地に高潮警報が発表されたとき。 

四 前三号のほか、海水の侵入による被害の発生を防止するため必要と認められるとき。 

２ 以下の場合に操作施設（常時閉鎖施設を除く。）の閉鎖操作態勢を解除する。 

一 地震の観測後、津波が発生しないことが発表されたとき。 

二 操作施設の所在地の津波注意報等が解除されたとき。 

三 操作施設の所在地の高潮警報が解除されたとき。 

二 操作施設の所在地に津波注意報、津波警報又は大津波警報（以下「津波注意報等」とい

う。）が発表されたとき。 

三 操作施設の所在地にレベル３高潮警報が発表されたとき。 

四 前三号のほか、海水の侵入による被害の発生を防止するため必要と認められるとき。 

２ 以下の場合に操作施設（常時閉鎖施設を除く。）の閉鎖操作態勢を解除する。 

一 地震の観測後、津波が発生しないことが発表されたとき。 

二 操作施設の所在地の津波注意報等が解除されたとき。 

三 操作施設の所在地のレベル３高潮警報が解除されたとき。 

添付 2-8 別表第一（第三条関係） 

 

施設名 所在地 

○○水門 ○○区○○丁目○番○号地先 

○○陸閘 ○○区○○丁目○番○号地先 

 

 

別表第二（第四条関係） 

 

施設名 所在地 操作基準 

○○水門 ○○市○○

区○○丁目

○番○号地

先 

一 地震時 

（一）気象庁が○○市に津波警報を発表した時、水門を閉

鎖する 

（二）気象庁が震度○の地震を発表し、又は○○水門の地

震計が震度○を表示した時、水門を閉鎖する。 

（三）水門の被害状況を確認し、安全を確認した時、水門

を開放する。 

 

二 高潮時 

（一）○○水門の外水位が＋○ｍのとき、水門を閉鎖する。 

（二）○○水門の外水位が低下し、内外同水位になったと

き、水門を開放する。 

○○水門 ○○市○○

区○○丁目

○番○号地

先 

○○陸閘 ○○市○○

区○○丁目

○番○号地

先 

○○陸閘 ○○区○○

丁目○番○

号地先 

一 気象庁が○○市に津波警報又は高潮警報を発表した

時、必要に応じて、操作する。 

 

 

別表第一（第三条関係） 

 

施設名 所在地 

○○水門 ○○区○○丁目○番○号地先 

○○陸閘 ○○区○○丁目○番○号地先 

 

 

別表第二（第四条関係） 

 

施設名 所在地 操作基準 

○○水門 ○○市○○

区○○丁目

○番○号地

先 

一 地震時 

（一）気象庁が○○市に津波警報を発表した時、水門を閉

鎖する 

（二）気象庁が震度○の地震を発表し、又は○○水門の地

震計が震度○を表示した時、水門を閉鎖する。 

（三）水門の被害状況を確認し、安全を確認した時、水門

を開放する。 

 

二 高潮時 

（一）○○水門の外水位が＋○ｍのとき、水門を閉鎖する。 

（二）○○水門の外水位が低下し、内外同水位になったと

き、水門を開放する。 

○○水門 ○○市○○

区○○丁目

○番○号地

先 

○○陸閘 ○○市○○

区○○丁目

○番○号地

先 

○○陸閘 ○○区○○

丁目○番○

号地先 

一 気象庁が○○市に津波警報又はレベル３高潮警報を発

表した時、必要に応じて、操作する。 
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添付 2-10 １－２．関連要領／規則／細則等の例 

 

 

 

○○海岸水門・陸閘等操作要領 

△△県○○管理局長を委託者とし、株式会社          を受託者として、令和○

○年○月○日付けで締結した○○海岸水門・陸閘等操作管理業務委託契約については、契約書

に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。 

 

第１ 操作の目的 

陸閘の操作は、津波・高潮等の流入を防止することを目的とする。 

第２ 操作方法 

陸閘の操作は、取扱説明書により行うものとする。 

第３ 点検操作 

点検のための水門・陸閘等の開閉操作は、１基あたり月１回以上実施し、清掃を含め、

操作が円滑であることを確認しておかなければならない。 

第４ 異常気象時の操作 

１ 受託者は、以下の場合には水門・陸閘等の門扉を閉じなければならない。ただし、操作上

危険が予想される場合等については、この限りではない。 

(1) 大規模地震特別措置法第９条の規程により警戒宣言が発令されたとき。 

(2) 津波警報又は高潮警報が発表され、受託者がこれを知ったとき。 

(3) 委託者が特別に必要と認め指示したとき。 

２  委託者は、受託者の水門・陸閘の操作に係る安全を確保するため、適切な避難指示等 

を行わなければならない。 

３ 受託者は、操作上危険が予想される場合には、自らの安全管理マニュアル等に基づき 

退避を行うなど、適切に行動しなければならない。 

第５ 緊急時の特例 

受託者は、緊急やむを得ない事情があるときは、必要の限度において水門・陸閘等の門

扉を閉じることができる。 

第６ 門扉閉鎖の解除 

この要領第４及び第５により水門・陸閘等の門扉を閉じた後、その必要がなくなったと

きには全開を要する箇所は速やかに全開しなければならない。 

第７ 関係機関等への通報 

この要領第４、第５及び第６により水門・陸閘等の門扉を操作するときは、あらかじめ受託者

１－２．関連要領／規則／細則等の例 

 

 

 

○○海岸水門・陸閘等操作要領 

△△県○○管理局長を委託者とし、株式会社          を受託者として、令和○

○年○月○日付けで締結した○○海岸水門・陸閘等操作管理業務委託契約については、契約書

に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。 

 

第１ 操作の目的 

陸閘の操作は、津波・高潮等の流入を防止することを目的とする。 

第２ 操作方法 

陸閘の操作は、取扱説明書により行うものとする。 

第３ 点検操作 

点検のための水門・陸閘等の開閉操作は、１基あたり月１回以上実施し、清掃を含め、

操作が円滑であることを確認しておかなければならない。 

第４ 異常気象時の操作 

１ 受託者は、以下の場合には水門・陸閘等の門扉を閉じなければならない。ただし、操作上

危険が予想される場合等については、この限りではない。 

(4) 大規模地震特別措置法第９条の規程により警戒宣言が発令されたとき。 

(5) 津波警報又はレベル３高潮警報が発表され、受託者がこれを知ったとき。 

(6) 委託者が特別に必要と認め指示したとき。 

２  委託者は、受託者の水門・陸閘の操作に係る安全を確保するため、適切な避難指示等 

を行わなければならない。 

３ 受託者は、操作上危険が予想される場合には、自らの安全管理マニュアル等に基づき 

退避を行うなど、適切に行動しなければならない。 

第５ 緊急時の特例 

受託者は、緊急やむを得ない事情があるときは、必要の限度において水門・陸閘等の門

扉を閉じることができる。 

第６ 門扉閉鎖の解除 

この要領第４及び第５により水門・陸閘等の門扉を閉じた後、その必要がなくなったと

きには全開を要する箇所は速やかに全開しなければならない。 

第７ 関係機関等への通報 

この要領第４、第５及び第６により水門・陸閘等の門扉を操作するときは、あらかじめ受託者

現場手動の水門・陸閘等の操作管理業務を委託す

る場合に定める操作要領（例） 

現場手動の水門・陸閘等の操作管理業務を委託す

る場合に定める操作要領（例） 
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は委託者、○○警察署、○○消防署及び地域住民に通知しなければならな は委託者、○○警察署、○○消防署及び地域住民に通知しなければならな 

 

添付 5-2 １－１．津波・高潮等の災害の基礎知識に関する資料 

 

津波、高潮に関する基礎知識に関する資料としては、以下のパンフレット等を参考とでき

る。 

 

【津波】 地震を正しく恐れる 

http://www.jishin.go.jp/resource/pamphret/  （地震調査研究推進本部ＨＰ） 

【高潮】 高潮災害とその対応～高潮による災害を未然に防ぐために～ 

https://www.mlit.go.jp/river/press_blog/past_press/press/pdf/000901a.pdf （国土交通

省ＨＰ） 

 

 

１－１．津波・高潮等の災害の基礎知識に関する資料 

 

津波、高潮に関する基礎知識に関する資料としては、以下のパンフレット等を参考とでき

る。 

 

【津波】 地震を正しく恐れる 

http://www.jishin.go.jp/resource/pamphret/  （地震調査研究推進本部ＨＰ） 

【高潮】 高潮災害とその対応～高潮による災害を未然に防ぐために～ 

https://www.mlit.go.jp/river/press_blog/past_press/press/pdf/000901a.pdf （国土交通

省ＨＰ） 

【潮位実況】 ナウファス（全国港湾海洋波浪情報網） 

https://www.mlit.go.jp/kowan/nowphas/index.html（国土交通省ＨＰ） 

 

新規 

（添付 

5-10） 

 １－８．気象庁の発する防災情報等に関する解説 

① 「早期注意情報（警報級の可能性）」について 

 

 

 

 

 

翌々日まで 

・天気予報と合わせて発表 

・時間帯を区切って表示 

・一次細分区域ごとに発表 

３日先～５日先まで 

・週間天気予報と合わせて発表 

・日単位で表示 

・府県予報区ごとに発表 
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② 「早期注意情報（警報級の可能性）」の利活用イメージ 

 

 

新規 

（添付 

5-11） 

 ③ 「気象防災速報」、「気象解説情報」について 

 【気象防災速報】 

   気象庁は、気象注意報・警報を補足する情報として、極端な現象が発生又は発生しつ

つある場合にその旨を「気象防災速報」として速報的に伝える。 

   例えば、線状の降水帯により非常に激しい雨が同じような場所で降り続いている場合

には「気象防災速報（線状降水帯発生）」を発表し、3 時間以内に線状降水帯の発生が予

測された場合には、気象防災速報（線状降水帯直前予測）」を発表する。 

   また、大雨に関する警報等が発表中で、かつキキクルの「危険」（紫）以上が出現して

いる場合に、数年に一度程度しか発生しないような記録的な短時間の大雨を観測もしく

は解析し、より一層の警戒を呼びかけるときには、「気象防災速報（記録的短時間大雨）」

を発表する。他にも、竜巻等の激しい突風が発生する可能性が高まっている場合は「気

象防災速報（竜巻注意）」や「気象防災速報（竜巻目撃）」を発表する。 

 【気象解説情報】 

   気象庁は、台風や低気圧に伴って大雨や暴風等が予想される場合、特別警報・危険警

報・警報・注意報の発表に先立って、1 日～数日程度前から注意・警戒を呼びかけたり、

注意報・警報の発表中も、現象の経過や予想、防災上の留意点などを網羅的に解説する

ため、気象注意報・警報を補足する情報として「気象解説情報」を随時発表する。   

・府県気象解説情報（台風第○号） 

：台風が発生したとき又は日本に影響を及ぼすおそれがあるか、既に影響を及ぼしてい

るとき、台風の今後の見通しや防災上の留意点（潮位上昇による浸水・冠水を含む。）

等について、府県毎に発表する情報。 

・府県気象解説情報（○○、△△：現象名） 

：低気圧その他の気象現象による大雨、強風、高波等が予想されるとき、注意報や警

３日先から５日先まで
台風・低気圧・前線などの大規模な現象に

伴う大雨等が主な対象。

翌々日まで
積乱雲や線状降水帯などの小規模な現象に伴う大雨等から、

台風・低気圧・前線などの大規模な現象に伴う大雨等までが対象。

週間天気予報に合わせて発表
毎日11時・17時に、府県予報区ごとに発表

天気予報に合わせて発表
毎日05時・11時・17時に、一次細分区域ごとに発表

発表時刻・発表単位

数日先の早期注意情報（警報級の
可能性）の［高］や［中］が発表さ
れたときは、心構えを早めに高めて、こ
れから発表される 「台風情報」 や 「予
告的な府県気象解説情報」 の内容に
十分留意するようにしてください。

翌日までの期間に早期注意情報（警報
級の可能性）の［高］が発表されたとき
は、今後にいて警報級の現象の可能性が
高いことを表しています。命に危険が及ぶよ
うな警報級の現象が予想される詳細な時
間帯を、気象状況の見通しを示す「時系
列情報」等で確認してください。

［高］
対象区域内の

いずれかの市町村で
警報発表中、又は、

警報を発表する
ような現象発生の

可能性が高い状況。

翌日までの期間に早期注意情報（警報
級の可能性）の［中］が発表されたとき
は、これをもって直ちに避難等の対応をとる
必要はありませんが、深夜などの警報発表
も想定して心構えを一段高めておくように
してください。

［中］
［高］ほど可能性が

高くはないが、
対象区域内の

いずれかの市町村で
警報を発表する

ような現象発生の
可能性がある状況。

「翌々日まで」 の方が 「３日先から５日先まで」 よりも見逃しが少ない。

[
高] 

の
方
が[

中] 

よ
り
も
空
振
り
が
少
な
い
。
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現行の頁 現行（令和７年 12 月 Ver.3.2） 補訂（令和８年３月 Ver3.3） 

報に先立ち、又はそれらを補完して防災上の留意点について府県毎に発表する情報

で、潮位上昇を含む場合がある。ただし、台風に関し、上記の府県気象解説情報（台

風第○号）に潮位上昇が含まれる場合は、これら以外に潮位上昇を含む府県気象解説

情報は発表しない。 

・府県気象解説情報（潮位） 

：大潮、副振動、異常潮位等による潮位上昇の発生のおそれがあるとき、又は発生し

ているとき、その見通し､留意点等について府県毎に発表する情報。上記の府県気象

解説情報（台風第○号）や府県気象解説情報（○○、△△：現象名）に潮位情報が含

まれる場合は、府県気象解説情報（潮位）は発表しない。 

 

新規 

（添付 

5-12） 

 ④ 「時系列情報（明日までの警報等の見通し）」について 

  
 

⑤ 気象警報等（警戒レベル２、警戒レベル３相当情報～５相当情報） 

「気象警報等」とは、気象現象等によって災害が起こる危険性がある時に、市町村単位を

基本として地方気象台等から発表される情報で、「注意報」「警報」「危険警報」「特別警報」

の４種類がある。国土交通大臣が｢高潮により国民経済上重大な損害が生じるおそれのある海

岸｣として指定した海岸（以下｢高潮予報海岸｣という。）では、国土交通省（地方整備局等）・

気象庁（地方気象台等）・都道府県から発表される。高潮予報海岸以外（以下「その他海岸」

という。）では、地方気象台等から発表される。 

高潮予報海岸では、気象庁がその他海岸で運用する潮位予測に加えて、海岸の地形や施設

形状に影響される｢波の打上げ高｣の影響を加味した水位の予測に基づく運用も行われる。 
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以下では、高潮予報海岸における｢波の打上げ高｣の要素を潮位に加味したものを「水位」

と表記する。また、レベル５特別警報を発表する際に、水位又は潮位と比較する対象となる

高さ（堤防天端高等）を以下では「基準高」という。 

 

〇「レベル２高潮注意報」（警戒レベル２） 

⇒高潮により、水位が基準高又は潮位がその基準を超えると浸水被害のおそれのある状況

となる高さに達すると予想される約 18 時間前までに発表 

 

新規 

（添付 

5-13） 

 〇「レベル３高潮警報」（警戒レベル３相当情報[高潮]） 

⇒高潮により、水位が基準高又は潮位がその基準を超えると浸水被害のおそれのある状況

となる高さに達すると予想される約 12 時間前までに発表 

 

〇「レベル４高潮危険警報」（警戒レベル４相当情報[高潮]） 

⇒高潮により、水位が基準高又は潮位がレベル４高潮危険警報基準に達すると予想される

約 6 時間前までに発表 

 

〇「レベル５高潮特別警報」（警戒レベル５相当情報[高潮]） 

⇒高潮予報海岸では、堤防の決壊、越水・溢水、背後地の浸水といった氾濫が発生し又は

氾濫が切迫している状況を確認した場合や、水位と潮位のいずれかの実況値又は直近の

予測が基準高を超え、かつ、その状況が一定時間継続すると予測される場合に発表。そ

の他海岸では、潮位の実況値又は直近の予測が基準高を超え、かつ、その状況が一定時

間継続すると予測される場合に発表 

 



津波・高潮対策における水門・陸閘等管理システムガイドライン 新旧対照表 

17 
 

現行の頁 現行（令和７年 12 月 Ver.3.2） 補訂（令和８年３月 Ver3.3） 

⑥ 高潮予報の発表基準について 

 

 


